
【令和７年度 SDS 電子化補助金事業】 

 申請にあたっては、以下の事項を確認いただき、同意していただく必要があります。 

  

第１ 事業の概要 

SDS 電子化補助金（以下「補助金」という。）事業（以下「本事業」という。）では、国に

代わって中央労働災害防止協会（以下「中災防」という。）が、標準フォーマットによる電

子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォー

マット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対

して補助金を交付します。 

なお、補助金は、申請した方の全てに交付されるものではなく、申請された内容を審査し

た上で交付決定します。 

 

第２ 申請手続き等 

１ 申請者は、原則、jGrants（デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム）により

所定の書類を添付して申請するものとします。申請を取り下げる場合においても、同様と

します。 

申請者は、令和７年度 SDS 電子化補助金事業交付要領（以下「交付要領」という。）及

び令和７年度 SDS 電子化補助金事業実施要領（以下「実施要領」という。）並びに本同意

事項の内容を十分理解した上で手続きを行うものとします。 

２  申請期間中に補助金の総額が予定額に達したときは、申請受付を終了します。この場

合の周知は、中災防ホームページ等において行います。 

なお、中災防は、申請受付の終了によって申請者に何らかの損害、不利益が生じた場合

であっても、その一切の責任を負わず、それらに起因して生じる損失に対していかなる義

務も負いません。 

３ 申請者は、如何なる理由があっても、申請内容に虚偽の記載を行ってはなりません。申

請内容に偽りがあることが補助事業完了後に判明した場合、民事及び刑事上の法的責任

が生ずるとともに、実施要領第 12 条に記載の交付決定の取り消しや補助金の返還を求め

られる可能性があることを認識し、誠実且つ正確な申請を行うこととします。 

４ 申請者が、交付要領及び実施要領並びに本同意書において認められていない行為を行

う、又は行おうとした場合、中災防は申請を受理せず、すでに申請を受理していた場合で

も直ちに申請の受理を取り消し、以降の当該申請者に係る申請を受理しない場合があり

ます。 

５ 中災防が申請者に支払う補助金は、如何なる事情（見積もりよりも実際の請求額が多く

なった場合等）があったとしても、交付決定通知書に記載された交付決定額が上限となり

ます。 

 



第３ 個人情報の管理等について 

１ 中災防は、本事業の運営に当たり、申請者から提出された情報について、データベース

への不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等防止に関する適切な措置

を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとし

ます。中災防は、本事業を通じて取得した情報を、本事業の目的の範囲内で、個人属性に

ついて統計的に処理したデータを公表することがあります。 

２ 中災防は国が行う調査等に対して、本事業を通じて取得した情報を提供し、その確認作

業を情報の提供先と共同して行うことがあります。なお、本事業の適正な実施を図るため

の確認や調査に当たり、取得した申請情報を申請に係るもの等に提供することがありま

す。 

３ 中災防が本事業の実施者でなくなった場合は、本事業を通じた取得した情報を国に返

還します。 

 

第４ 取得財産の処分、実地調査等 

１ 申請者は、実施要領第 11 条に基づき、適切に取得財産の管理等を行わなければなりま

せん。 

２ 中災防が補助金の適正な使用等の確認のために必要があると認めるときは、申請者に

対し、実地又は書面による調査（以下「調査等」という。）を行います。申請者はこの調

査等を拒んではなりません。 

 

第５ 事業の内容変更・終了 

１ 中災防は、国との協議に基づき、本事業の内容の変更を行い又は本事業を終了させるこ

とができるものとします。その際は中災防のホームページやその他通知物等によって速

やかに告知を行います。 

２ 中災防は、本事業の終了、停止、制度内容の変更等によって申請者に何らかの損害、不

利益が生じた場合であっても、その一切の責任を負わず、それらに起因して生じる損失に

対していかなる義務も負いません。 

３ 本同意書内容の変更については、中災防が自らのホームページ等で変更内容を公表し

た後は、申請者が変更の事実及びその内容を承認したものとみなします。 

 

第６ 免責事項 

1 システム導入等における不具合等及び申請・補助金請求手続等におけるメーカーや販売

店等との間に生じるトラブル等について、中災防は、その責任の一切を負いません。 

２ 提出書類等の記入の漏れ・誤り、また、パソコン・機器等の設定、不具合等による書類

の不達等の場合について、中災防は、その一切の責任を負わず、それらに起因して生じる

当該申請者の損失に対していかなる義務も負いません。 



３ 補助金の交付に係る振込の遅延、その他事由による損害等について、中災防は、その一

切の責任を負わず、それらに起因して生じる当該申請者の損失に対していかなる義務も

負いません。 

 

第７ 注意事項 

１ 申請者は、本補助金を申請にあたり、本同意書に同意したこととなります。 

２ システム導入等に当たっては、交付決定日から令和８年２日 20 日までに支払いを完了

し、証拠書類を添付の上、補助金請求（同日までに必着）を行う必要があります。 

なお、交付決定日前及び当該期限後に支払いを行った場合、補助金の交付は受けられま

せん。 

３ 申請者は、本事業に関する請求書、納品書、領収書等の原本を、補助金受領の属する年

度の終了から５年間保存するものとします。 

４ 申請者が、中災防に対して必要な変更等の届出を行わなかったために、中災防からの通

知又は送付書類が延着、不着となった場合でも、当該通知又は送付書類は、通常到着すべ

き時に申請者に到着したものとみなします。 

５ 最新の中災防のホームページ等に記載された本同意事項や中災防からの告知等の内容

は、全て過去の同意事項や告知等の内容より優先するものとします。最新の同意事項や告

知等の内容と相違する従来の規約や告知等の内容は、最新の中災防のホームページ等に

記載された告知等の内容に改定されたものとみなします。 

６ 提出書類等の様式が改定された場合、中災防のホームページ等に公開されている最新

の様式で申請するものとします。 

 

第８ 専属的合意管轄裁判 

本同意事項に基づく申請者と中災防との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

以上 


